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広報いで　IDE TOWN PUBLIC RELATIONS

　井手小学校の４年生児童が、校外学習で合薮
ポンプ場を見学に訪れ、豪雨などの際に町内の
河川の氾濫を防ぐポンプ場の役割などについて
学びました。
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い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン

グ

　

城
陽
市
か
ら
木
津
川
市
ま

で
の
木
津
川
右
岸
の
山
際
を

通
る
散
策
道
・
山
背
古
道
で
11

月
12
日
（
土
）、
第
28
回
山
背

古
道
と
こ
と
ん
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
が
開
か
れ
、
約
５
７
０
人
が

秋
深
ま
る
山
城
地
域
の
風
景

を
楽
し
み
な
が
ら
歩
か
れ
ま

し
た
。

　

城
陽
市
と
木
津
川
市
、
井
手

町
の
３
市
町
で
構
成
す
る
山

背
古
道
推
進
協
議
会
が
主
催秋の山背古道でハイキングを楽しむ方々

５
７
０
人
が
山
背
古
道
歩
く

　

と
こ
と
ん
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

民
生
委
員
法
及
び
児
童
福
祉

法
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
地
域
福
祉

を
担
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

非
常
勤
の
地
方
公
務
員
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

同
じ
地
域
で
生
活
す
る
住
民

の
一
員
と
し
て
、
住
民
の
み
な

さ
ん
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
生

活
上
の
困
り
ご
と
や
心
配
ご

と
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
地
域
の
専
門
機
関
へ
の

「
つ
な
ぎ
役
」
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

核
家
族
化
が
進
み
、
地
域
社

会
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ

て
い
る
今
日
、
子
育
て
や
介
護

の
悩
み
を
抱
え
る
人
や
、
障
が

い
の
あ
る
方
、
高
齢
者
な
ど
が

孤
立
し
、
必
要
な
支
援
を
受
け

ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
が
地
域
住
民
の
身
近
な

相
談
相
手
と
な
り
、
支
援
を
必

要
と
す
る
住
民
と
行
政
や
専
門

機
関
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
を
務

め
ま
す
。

　　

12
月
８
日
（
木
）、
山
城
勤

労
者
福
祉
会
館
で
、
井
手
町
民

生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱
伝

達
式
・
退
任
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
回
委
嘱
さ
れ
た
委
員
さ

ん
は
左
記
の
方
々
で
、
任
期
は

３
年
（
令
和
４
年
12
月
１
日
～

令
和
７
年
11
月
30
日
）
で
す
。

12
月
22
日
（
木
）
冬
至
の
日

　

ゆ
ず
湯
や
り
ま
す
！

ご
存
じ
で
す
か
？

地
域
の
身
近
な
相
談
相
手

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」

す
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
の
た
め
、
３
年
ぶ
り

の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
方
々
は
、
総
延

長
約
25
キ
ロ
の
山
背
古
道
を
、

Ｊ
Ｒ
城
陽
駅
前
と
木
津
川
市

役
所
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
の
ペ
ー

ス
で
歩
き
な
が
ら
反
対
側
の

ス
タ
ー
ト
会
場
を
目
指
し
ま

し
た
。

民生委員・児童委員名簿　（令和４年１２月１日現在、敬称略）
地区名 氏名 地区名 氏名
玉　水 寶來　昌子 　北 林田　正
玉　水 八幡　朋子 　南 中谷　英輔
玉　水 寺井　文子 　南 木村　陽子
水　無 小川　成美 　南 西島　正道
高　月 田中　眞理子 　南 西島　貴志子
上井手 中坊　弘道 東　部 八木　真知子
田村新田 南本　宏昭 東　部 髙田　勇
石　垣 中田　政博 西　部 岩城　喜和
石　垣 藤林　栄美子 南　部 八木　昇
　北 松本　佐知子 南　部 八木　久美子
　北 西田　夢路 北　部 窪田　政美
　北 上島　勝廣 北　部 奥田　恭子
地区名 氏名
主任児童委員（井手） 古川　幸子
主任児童委員（多賀） 大西　ますみ
退任された方々
玉　水 中谷　保 水　無 杉山　明昌
玉　水 飯田　あや子 上井手 前田　育子

　

ゆ
ず
に
は
血
行
を
促
進
す

る
成
分
や
、
鎮
痛
作
用
の
あ

る
成
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
も
豊

富
な
た
め
、
湯
に
つ
か
り
全

身
か
ら
そ
れ
ら
の
成
分
を
吸

収
す
る
こ
と
で
風
邪
を
ひ
き

に
く
く
す
る
効
果
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

冬
至
の
日
は
、
い
で
湯
に

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
！

《
入
浴
料
》
▽
大
人
１
５
０
円

▽
子
ど
も
５
０
円

《
営
業
時
間
》
午
後
４
時
半
～

９
時
（
日
曜
定
休
日
）

※
タ
オ
ル
・
石
鹸
な
ど
入
浴

用
品
は
ご
持
参
く
だ
さ
い

　

井
手
町
共
同
浴
場
管
理
運

営
委
員
会
（
井
手
町
大
字
井

手
小
字
段
ノ
下
４
９
番
地
の

１
・
℡
82
‐
５
５
３
３
）
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令和 3年度決算報告

一般会計決算
　３億６９０６万６千円の
　　　　　　　　黒字でした

れ
、
審
議
に
付
さ
れ
た
の
ち
、

同
月
定
例
町
議
会
で
認
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

各
会
計
に
お
け
る
決
算
は

表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

一
般
会
計
の
決
算
額
は
、
歳

入
62
億
２
５
３
５
万
６
千
円

に
対
し
、
歳
出
58
億
３
８
３
９

万
８
千
円
で
、
差
し
引
き
形
式

収
支
は
、
３
億
８
６
９
５
万
８

千
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
翌
年
度
へ
の
繰
越

明
許
財
源
１
７
８
９
万
２
千

円
を
差
し
引
い
た
実
質
収
支

は
３
億
６
９
０
６
万
６
千
円

と
な
り
、
こ
れ
が
令
和
４
年
度

へ
の
繰
越
金
と
な
り
ま
し
た
。

　

監
査
委
員
の
報
告
で
は
、

「
日
本
の
景
気
は
、
物
価
上
昇

に
よ
る
家
計
や
企
業
へ
の
影

響
に
よ
り
依
然
と
し
て
厳
し

い
状
況
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
井
手
町
の
よ
う
に
財
政
基

盤
の
弱
い
自
治
体
で
は
、
油
断

せ
ず
健
全
な
行
財
政
運
営
に

努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。
今
後
も
歳
入
の
確

保
は
厳
し
い
状
況
が
続
く
と

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
収
納
率

向
上
の
た
め
、
よ
り
一
層
の
徴

収
対
策
に
努
め
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
他
方
、
歳
出
に
つ

い
て
は
限
ら
れ
た
財
源
を
有

効
に
活
用
し
、
最
小
の
経
費
で

最
大
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
、

施
策
の
緊
急
度
・
重
要
度
や
経

済
性
・
効
率
性
・
有
効
性
を
判

断
し
な
が
ら
、
新
庁
舎
建
設
と

い
う
町
の
将
来
を
左
右
す
る

大
き
な
事
業
に
取
り
組
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
新

庁
舎
等
造
成
工
事
や
、
い
ち
早

く
取
り
組
ま
れ
て
い
る
各
種

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
事
業
な
ど
積
極
的
に

取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
事
業
を
は
じ
め
、
様
々

な
事
業
に
取
り
組
む
上
で
必

要
な
も
の
は
財
源
で
あ
り
、
早

い
時
期
か
ら
人
件
費
の
削
減

や
事
務
事
業
の
再
編
・
整
理
な

ど
、
積
極
的
に
行
政
改
革
に
取

り
組
ま
れ
て
き
た
こ
と
や
計

画
的
な
財
源
確
保
が
、
大
き
な

事
業
に
取
り
組
み
な
が
ら
も

健
全
財
政
に
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
計
画
的
に

各
種
基
金
を
積
み
立
て
、
そ
れ

ら
を
有
効
に
運
用
さ
れ
て
健

全
な
行
財
政
運
営
に
努
め
ら

れ
て
い
る
な
ど
、
評
価
す
べ
き

点
が
随
所
で
見
受
け
ら
れ
ま

す
。」
と
総
括
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
今
後
も
、
第
５
次

総
合
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た
基

会計別 歳入 歳出 翌年度へ繰り
越すべき財源 実質収支 備考

一般会計 6,225,356 5,838,398 17,892 369,066 

特
別
会
計

国民健康保険特別会計 875,471 813,841 0 61,630
多賀地区簡易水道

事業特別会計 53,935 42,010 0 11,925 

後期高齢者医療特別会計 126,076 122,918 0 3,158 

介護保険特別会計 945,705 879,669 0 66,036 

公共下水道事業特別会計 474,768 461,329 106 13,333 

多賀財産区特別会計 2,422 1,833 0 589 

井手町水道
事業会計

収益的収入 収益的支出 差引額
132,594 105,182 27,412

資本的収入 資本的支出 差引額
2,742 25,098 △ 22,356

計 135,336 130,280 5,056

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税含）

表１ 各会計別　歳入・歳出 （単位：千円） 本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
歳

入
・
歳
出
両
面
に
お
い
て
中
・

長
期
的
な
視
点
に
立
ち
、
実
効

性
の
あ
る
事
務
事
業
の
進
行

管
理
に
基
づ
い
た
行
財
政
運

営
に
よ
り
健
全
財
政
を
維
持

し
つ
つ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
さ

ら
な
る
向
上
に
取
り
組
ま
れ

る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。」
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
一
般
会
計
と

６
つ
の
特
別
会
計
（
国
民
健
康

保
険
・
多
賀
地
区
簡
易
水
道
事

業
・
後
期
高
齢
者
医
療
・
介
護

保
険
・
公
共
下
水
道
事
業
・
多

賀
財
産
区
）、
井
手
町
水
道
事

業
会
計
の
決
算
は
、
令
和
４
年

９
月
の
定
例
町
議
会
に
提
案
さ
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歳入（収入）
令和3年度決算報告

●歳入
　歳入は６２億２５３５万６千円で、前年度より
８億４４１６万２千円（１５．７％）の増となり
ました。主な増減は、繰入金（８億８８２万２千
円）、地方交付税（２億２１９９万１千円）、町債

（２億１４１０万円）、町税（３２０７万５千円）等
が増加し、国庫支出金（５億１１７４万２千円）等
が減少しました。

■繰入金
８億９５６５万３千円（対前年度比９３１．５％増）
　 町 債 の 繰 上 償 還 実 施 の た め 減 債 基 金 か ら
６億６０４６万８千円、新庁舎建設などの事業執
行のため特定目的基金から繰り入れたものです。

■地方交付税
１９億５６２４万３千円（対前年度比１２．８％増）
　地方公共団体が、標準的な行政運営を行う場合、
財源不足額に応じて国から交付されるお金で、歳
入全体の３１．４％を占めています。

■町債
４億６１４０万円（対前年度比８６．６％増）

　地方交付税の代替え財源としての臨時財政対策
債のほか、新庁舎並びに山吹ふれあいセンターの
造成工事・移転事業、町内道路改良事業などに充
当するため借り入れをしています。

■町税
９億６６６１万４千円（対前年度比３．４％増）

　町税収入は歳入全体の１５．５% を占め、１世
帯当たり２８万１千円、１人あたり１３万６千円
を納めていただいたことになります。

■国庫支出金
７億９５１３万９千円（対前年度比３９．２％減）

　国の行政に要する経費、町の特定の施策を
行うための経費に充てるため、その財源の全
部または一部をその目的、性格により、負担
金、補助金、委託金の三つに分類されて交付
されるものです。

自　主　
財

　
源

依

　存　財　源

歳入
６２億２５３５万６千円

町税
15.5%

繰越金
  6.5%

繰入金
　14.4％

\
その他 1.5%

地方交付税
　　31.4%

　　　　国庫支出金
　　　　　　12.8%

　府支出金 
　　　5.5%

町債
　7.4%

その他 4.3%
―

歳出
５８億３８３９万８千円

人件費
　　16.7%

扶助費
　　6.4%

公債費 
　15.5%

普通建設事業費
　　　　21.8%

物件費
　8.3%

補助費等
　13.1%

積立金
　　10.8%

維持補修費
　　0.1%　\

繰出金
　   7.3%

一般会計
５８億３８３９万８千円

総務費
2,090,778 千円

民生費
1,170,103 千円　/

衛生費
329,537 千円

農林水産業費
/　52,346 千円

土木費
557,519 千円

商工費
51,906 千円
　　　　\

消防費
212,093 千円

教育費
407,267 千円

災害復旧費
　476 千 円
　　　\

　議会費 59,845 千円
／

公債費 
906,528 千円

使用料及び
手数料 0.7%ー
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歳出（支出）
令和3年度決算報告

■総務費
　２０億９０７７万８千円（対前年度比１４．４％減）
・新庁舎関連業務（基本設計、実施設計、用地購入、造成工事他）

３億７３５０万１千円
・職員等駐車場整備 ２５３０万９千円
・特別会計繰出金 ４億２６６３万４千円
・JR 奈良線高速化・複線化第二期事業費補助

 ２億７２３万７千円
・交通安全施設整備 ２７３万４千円
・個人番号カード交付事業 ２３８万９千円
・減債基金積立金 ５億円
・教育施設整備基金積立金 １億円
■民生費

１１億７０１０万３千円（対前年度比２１．１％増）
・社会福祉協議会活動費 ２０２０万６千円
・障害者自立支援事業費 ２億１１４７万４千円
・老人医療 ４８３万９千円
・子育て施設環境整備、換気システム整備 ５９２７万４千円
・後期高齢者療養給付費負担金 １億１１７７万２千円
・児童手当等 ８１０９万５千円
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 １億３２４万５千円
・子育て世帯生活支援特別給付金 ５２８万１千円
・子育て世帯臨時特別給付金　 ８３６０万８千円
・井手町出産応援給付金 ３７０万円
・共同浴場施設改修 ９２２万 1 千円
■衛生費
　３億２９５３万７千円（対前年度比３４．２％増）
・予防接種事業、健康増進事業 ３１５０万８千円
・乳児健診等母子保健費 ５６６万円
・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ７７１７万９千円
・公的施設等感染防止機器整備事業 ５０４万３千円
・一般廃棄物収集運搬委託 ３６１１万１千円
・城南衛生管理組合分担金 ８９６４万円
・井手地区共同墓地通路整備 ４５６万６千円
■農林水産業費
　５２３４万６千円（対前年度比２．０％増）
・有害鳥獣駆除 ５９１万１千円
・新規就農者確保対策事業 １５０万円

●歳出
　歳出は５８億３８３９万８千円で、前年度より
８億６００４万２千円（１７．３％）の増となりました。
主な支出は次のとおりです。

・農地・水・環境保全向上対策事業 ５４０万４千円
■商工費
　５１９０万６千円（対前年度比２０．９％減）
・プレミアム付商品券発行事業補助 １２３０万円
・商工会振興事業 ８５０万円
・企業立地促進助成 ４２３万７千円
・中小企業等継続応援給付金 ２９６万４千円
・道の駅開設準備事業 ４６７万５千円
・特産物開発推進事業 ２６６万２千円
■土木費
　５億５７５１万９千円（対前年度比５２．９％増）
・町道２９号線他道路改良、町内道路舗装

２億７４５３万５千円
・橋梁長寿命化修繕 ２９０３万９千円
・下排水路改修工事 １５１３万７千円
・町営住宅バリアフリー化整備 ２０４９万７千円
・町営住宅外壁改修 １６７５万円
・多賀地区町営住宅建替事業 ５０７２万６千円
■消防費
　２億１２０９万３千円（対前年度比７．８％減）
・常備消防委託料 １億６７０６万円
・防災倉庫設計業務 ５６４万８千円
・防災広場整備 ２２３万２千円
■教育費
　４億７２６万７千円（対前年度比１９．８％増）
・外国語指導助手事業 １０８６万７千円
・学校給食費支援事業 １１７４万５千円
・多賀小学校児童トイレ改修工事 ２０４３万８千円
・井手小学校グラウンド整備 ７５６万４千円
・山吹ふれあいセンター移転実施設計業務 ７３８３万円
・図書館環境整備事業 １５３２万９千円
・給食センター施設整備 １０４８万円
■公債費
　９億６５２万８千円（対前年度比３２５．６％増）
・繰上償還元金 ６億６０４６万８千円
・償還元金 ２億３５９１万９千円
・償還利子 １０１４万１千円

♢用語の解説♢
【自主財源】 町自らが収納・徴収できる財源
【依存財源】 国や京都府から交付・割り当てられ

る財源
【地方交付税】 自治体の財政力に応じて国から交付

されるお金
【繰入金】 財政調整基金等（家庭の貯金にあた

る）の取り崩しなどにより繰り入れ
たお金

【繰出金】 特別会計などに繰り出したお金
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家
屋
の
固
定
資
産
税
（
都
市
計
画
税

を
含
む
）
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に

所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
固
定
資
産
税
を
適
正
に
課
税

す
る
た
め
、
令
和
４
年
中
に
次
の
要
件

を
満
た
し
た
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取

り
壊
し
を
さ
れ
た
場
合
や
、
相
続
等
に

よ
り
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を
変
更
さ

れ
た
場
合
は
、
12
月
中
に
税
務
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
「
家
屋
」

の
要
件

　

家
屋
の
要
件
は
、
定
着
性
・
外
気
分

断
性
・
用
途
性
の
３
つ
を
備
え
て
い
る

も
の
で
す
。

・
定
着
性
と
は
、
基
礎
な
ど
に
よ
り
土

地
に
定
着
し
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
基
礎
が
な
く
庭
に
置
い
て
い

る
だ
け
の
プ
レ
ハ
ブ
物
置
は
「
家
屋
」

に
該
当
し
ま
せ
ん
。

・
外
気
分
断
性
と
は
、
屋
根
及
び
外
周

壁
を
備
え
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
屋
根
と
柱
だ
け
の
カ
ー
ポ
ー

ト
は
、外
周
壁
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
「
家

屋
」
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。 

・
用
途
性
と
は
、
建
物
が
目
的
と
す
る

用
途
（
居
住
・
作
業
・
保
管
等
）
の
た

め
に
利
用
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

実
際
に
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問

い
ま
せ
ん
。

●
新
築
・
増
築
さ
れ
た
と
き

　

日
程
調
整
の
う
え
、
職
員
が
訪
問
し

て
家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
税
務
課

ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。（
す
で
に
家
屋
調

査
が
終
了
し
て
い
る
家
屋
に
つ
い
て
は

不
要
で
す
。）
こ
の
調
査
は
、
固
定
資
産

税
の
基
と
な
る
評
価
額
を
適
正
に
算
出

す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。（
調
査
の
際
は
、

建
築
図
面
等
資
料
の
借
用
を
お
願
い
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

　

な
お
、
車
庫
や
物
置
、
建
築
確
認
申

請
の
必
要
の
な
い
10
㎡
未
満
の
建
物
で

あ
っ
て
も
、
上
記
「
家
屋
」
の
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。

●
取
り
壊
し
さ
れ
た
と
き

　
「
建
物
滅
失
届
出
書
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。
こ
の
届
出
が
な
い
と
翌
年
度
以

降
も
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
を

取
り
壊
し
さ
れ
た
場
合
で
、
す
で
に
法

務
局
で
滅
失
登
記
の
手
続
き
を
さ
れ
た

家
屋
に
つ
い
て
は
、
こ
の
届
出
は
不
要

で
す
。

●
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を
変
更
さ
れ

た
と
き

　
「
未
登
記
建
物
所
有
権
移
転
届
」
の
提

出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
出
が
な
い
と

翌
年
度
以
降
も
変
更
前
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
（
℡
82

‐
６
１
６
３
）
ま
で
。

税務課からのお知らせ
家屋の新築・増築・取り壊し等をされたらご連絡を
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給与支払者の皆さまへ
給与支払報告書の提出・個人住民税の特別徴収の実施について
●給与支払報告書の提出について
　給与支払者（会社や個人事業主等）は、従業員（パー
ト・アルバイト・役員等を含む）の給与支払報告書

（総括表・個人明細書）を毎年 1 月 31 日までにそれ
ぞれの従業員の 1 月 1 日時点の住所地の市町村へ提
出していただく必要があります。提出・記載漏れ等
ないようお願いいたします。
　なお、eLTAX（地方税ポータルシステム）によっ
て給与支払報告書をインターネット経由で提出す
ることもできます。ぜひご利用ください。（eLTAX
について詳しくは、地方税共同機構ホームページ 
URL：https://www.eltax.lta.go.jp/ をご参照くだ
さい。）

●個人住民税の特別徴収について
　特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と
同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税

を差し引いて、市町村へ納入する制度です。
　法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務
がある給与支払者には特別徴収義務者として、パー
ト・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の
個人住民税を特別徴収していただくことが義務付け
られています。（給与支払者や従業員等の意思による
徴収方法の選択はできません。）
　なお、井手町を含む京都府内の全市町村では、個
人住民税の特別徴収について、原則としてすべての
給与支払者（事業主）に対して特別徴収義務者とし
て指定し、特別徴収の実施の徹底を図っています。
　詳しくは、町ホームページ（URL：http://www.
town.ide.kyoto.jp/soshiki/zeimuka/
kojinjuminzei.html#a3）をご覧ください。

＊お問い合わせは、税務課（℡ 82- ６１６３）
まで。

　町税の納付には、便利で確実な口座振替による納付をおすすめします。
納付のために役場や金融機関等へ行かなくても、納期限日にお申込みされ
た預貯金口座より納税することができます。役場や金融機関の開いている
時間になかなか行けない方や現金を持ち歩くのが不安といった方など、納
め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
　口座振替の手続きは、役場及び町内の金融機関にある「町税等の口座振
替自動振込み納付依頼書」に必要事項をご記入のうえ、下記「ご利用いた
だける金融機関」窓口でお申し込みください。

●ご利用いただける税目
　町府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 ( 種別割 )、国民健康
保険税の納付にご利用いただけます。

●ご利用いただける金融機関
　南都銀行・京都銀行・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・
近畿労働金庫・ゆうちょ銀行（郵便局）

●手続きに必要なもの
　・納税通知書や納付書などの通知番号と納税義務者がわかるもの
　・預貯金通帳
　・通帳届出印

●お問い合わせ先
　町府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 ( 種別割 ) に関するお
問い合わせは税務課（℡８２－６１６３）、国民健康保険税に関するお問い
合わせは保健医療課（℡８２－６１６６）まで。

町税の納付は
　　便利・確実・安心の口座振替をご利用ください
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Ｑ
．
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町

村
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場

合
に
は
、毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付
（
納

付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
等
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

の
額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
を
、
毎
年
11
月
上
旬
に
被
保
険
者
の
方
へ
送
付
し
て

い
ま
す
。

　

証
明
内
容
は
、
本
年
１
月
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
納
付

さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る

場
合
の
納
付
見
込
み
額
で
す
。
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加

入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
３
１
日
ま
で
の
間
に

初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月
上
旬

に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、

そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税
等
の
控
除
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
家
族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を

添
付
の
上
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
つ

い
て
の
お
問
合
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
０
５
７
０

‐
０
０
３
‐
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

（
注
）
一
般
固
定
電
話
の
場
合
、
市
内
通
話
料
金
の
み
で
ご
利
用

い
た
だ
く
事
が
で
き
ま
す
。
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
方
は
、

０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５
へ
お
か
け
く
だ
さ
い
。

　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
受
付
時
間
は
月
曜
日
～
金
曜
日
午
前
８
時

30
分
～
午
後
７
時
・
第
２
土
曜
日
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

で
す
。（
注
）
祝
日
（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、
12
月
29
日
～
１

月
３
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

の申請受付中です！

マイナポイント第２弾

①マイナンバーカード
　　　　　　新規取得等で

５，０００円分
③公金受取口座の登録で

７，５００円分
②健康保険証としての
　　　　　　利用申し込みで

７，５００円分
最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえます！

　※マイナポイントを受け取るには事前にマイナンバーカードの申請・受取が必要です。

　マイナポイント第２弾は①マイナンバーカード新規
取得で最大 5,000 円分（過去にカードを作られてま
だポイントを受け取られていない方も対象）と②健康
保険証利用登録で 7,500 円分、③公金受取口座登録
で 7,500 円分、合計最大 20,000 円分のポイントが受
け取れます。
　①に関しては各種決済サービスで 20,000 円の利用
やチャージを行った方に最大 5,000 円分（利用額の
２５％）のポイントが、②と③に関しては登録した方
にそれぞれ 7,500 円分のポイントが付与されます。　　
※既に健康保険証登録等を行っている方もこれから登
録される方も対象となります。
　各種登録やポイント申請は役場窓口でも申請サポー
トを行っておりますので申請方法等がわからない場合
は役場窓口でご相談ください。

　また、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は
令和４年１２月末までにマイナンバーカードを申請し
ていただいた場合ポイント申請が可能となりますので
この機会にマイナンバーカードの申請をお願いしま
す。
　マイナンバーカードの申請は過去に送付された申請
書をご利用いただくか役場で再発行しております。ま
た、写真撮影サービスも行っておりますのでぜひご利
用ください。
　利用可能な決済サービスやその他ご不明な点があり
ましたら住民福祉課までお問い合わせください。
※令和４年 12 月末までにマイナンバーカードを申請
された方が対象です。お早目の申請をお願いします。

　　　　　　　井手町役場住民福祉課（℡ 82-6164）

健康保険証利用・公金受取口座登録分
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令和５年度　井手町建設工事等一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請について
受付種別 町内業者（土木・建築・舗装・水道・電気・その他、コンサルタント、物品、一般廃棄物）

町外業者（工事、コンサルタント、物品）
有効期間 １年間（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
作成要領配布期間 令和４年１２月１日（木）～令和５年１月３１日（火）

※作成要領につきましては、井手町ホームページからダウンロードできます。
参加申請受付期間 令和５年１月５日（木）～令和５年１月３１日（火）

午前９時～正午・午後１時～４時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く）
※なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、町外業者については郵送での申請に
限らせていただいています。

受付場所及び問合せ先 井手町役場　西別館３階 和室
〒 610-0302　京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水 67　（℡ 0774-82-6167）

　

食
改
さ
ん
の
正
式
な
名
称
は
、
食
生

活
改
善
推
進
員
と
い
い
、
地
域
で
は

「
し
ょ
っ
か
い
さ
ん
」
や
「
ヘ
ル
ス
メ
イ

ト
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
っ
て
、
家
庭
で
の
食
事
の
機
会
が

増
え
た
こ
と
か
ら
、
食
に
関
す
る
知
識

を
持
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る
こ

と
は
重
要
で
す
。

　

食
改
さ
ん
は
「
私
た
ち
の
健
康
は
私

た
ち
の
手
で
」
を
合
言
葉
に
、
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
食
生
活
に
つ
い
て
学
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
学
び
を
自
ら
実
行
し
な

が
ら
家
族
、
お
隣
さ
ん
、
お
向
か
い
さ

ん
と
働
き
か
け
、
仲
間
と
の
ふ
れ
合
い

を
通
じ
て
、
地
域
ぐ
る
み
の
良
い
食
習

慣
づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
を
広
め
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
井
手
町
で
は
町
主
催
の
養
成

講
座
を
修
了
し
た
35
名
が
活
動
し
、
今

ま
で
、
地
域
の
高
齢
者
の
配
食
サ
ー
ビ

ス
や
料
理
教
室
等
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
の
中
で
、
実
践
的
な

活
動
は
自
粛
し
て
き
ま
し
た
が
、　

令
和

３
年
度
に
「
第
２
次
井
手
町
健
康
増
進

計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
今
後
、
食
の
知

識
の
啓
発
な
ど
、
出
来
る
範
囲
で
の
活

動
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
取
り
組
み
を
発
信
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
み
な
さ
ん
も
自
ら
の
健
康
づ

く
り
の
た
め
、
食
生
活
の
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

食
生
活
改
善
推
進
員
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
井
手
町
保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で
。

食
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

　
　
　
「
食
改
さ
ん
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
～
健
康
的
な
生
活
習
慣
の
実
践
に
向
け
た
取
り
組
み
の
推
進
に
つ
い
て
～

第 2 次井手町健康増進計画（井手町すこやかプラン）より
　基本理念
　『みんながふれあい、いきいきとした健康なまちづくり』
　生涯を通じて健康で安心して暮らし、「健康寿命の延伸」に繋げるためには、子どもの頃から基本
的な生活習慣を身につけ、日々の生活の中で自分に合った健康づくりを実践していくことが必要で
す。また、自らの健康状態や生活習慣における課題を認識し、健康に関する正しい知識を身につけ、
健康状態を定期的にチェックすることで、継続した健康づくりに取り組むことが重要です。

（栄養・食生活の目標）
　　健康的な生活習慣の実践
　　・毎日朝食を食べるなど規則正しい食習慣を心がけましょう。
　　・バランスのとれた食事内容や量を知り、適正体重を維持しましょう。
　　・地元の食材を食卓に取り入れましょう。家庭の味や郷土料理を次世代に伝えましょう。

町内の豆腐工場を見学。井手町の水質の良さを改めて知りました。
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子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪

【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時半～午後４時

ENJOY しえんセンター
　　　　　小さな木のおうち
　12 月に支援センターに遊びに来てくれた
方は、「小さな木のおうち」を作ることがで
きます☆

（未就園児対象・１家庭１つ）

【利用時間】 平日 午前 8 時半～午後 4 時半  土曜 午前 8 時半～正午
【利用料金】 一日　2000 円　半日　1000 円　給食費　250 円

　利用の際には事前の面談と予約が必要です。
　その他詳細については子育て支援センター
　（℡ 82 － 2232）までお問合せください。

井手すくすくチャンネル

配信しています♪ぜひご覧ください。
12 月の動画は「おおきなかぶ」です。

●一時預かり「いちごぐみ」の利用について
お仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどのために一時預かりを
行っております 子育て支援センターだより

　子育て支援センターの毎月
の予定や、詳しい情報に関して
は、「子育て支援センターだよ
り」にてご確認ください。

12 月の利用方法について
【開館日】　 月曜日～金曜日（祝日を除く）
【時　間】 　午前の部　10 時～正午　（予約制・3 組）
　　　　　 午後の部  　2 時～ 4 時　（予約制・3 組）
　　　　　　　　　　　1 組につき 1 週間に 2 回まで
　　　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況によって、変更する場合があります。

【予約方法】　・電話または直接子育て支援センターへ予約してください。
　　　　　　　　（予約時間　午前 8 時半～午後５時）
　　　　　　・利用希望日の１週間前から当日まで予約できます。
　　　　　　・１度に予約できるのは１回分です。

【相談事業】　電話相談　　午前 9 時半～午後 4 時
　　　　　　来所相談　　午前 10 時～正午・午後 2 時～４時
　　　　　　　　　　　　の時間帯の中で日程を調整しますので、ご予約
　　　　　　　　　　　　ください。※相談時間は 1 組 1 時間程度です。
　　　　　　　　　　　　　　　その他詳しい情報については、井手町のホームページに掲
　　　　　　　　　　　　　　　載される「子育て支援センターだより」をご覧ください。 　製作・手遊び・レシピ動画

など、親子で楽しめる動画を

　

京田辺市消防署井手分署からのお知らせ
　年末を迎えるにあたり家庭や職場で火を使う機会が多くなり、
また忙しさで注意力が低下するなど、火災が起こりやすい時期に
火災予防の強化をおこなうため年末火災防止運動を実施します。

 石油ストーブの安全な取り扱い
　ストーブからの火災を防ぐために、次のことに注意しましょう。

①　ストーブを使いはじめるまえには点検をする。
②　ストーブの近くに紙や衣類、カーテンなど燃えやすい物を近づけない。
③　ストーブの近くでヘアスプレーなど引火の危険があるものは使わない。
④　ストーブの上に洗濯物を干さない。
⑤　石油ストーブには灯油以外のものを給油しない。
⑥　灯油を補給する時は、必ず火を消し、あふれ出ないようにする。
　　また、給油中はその場を絶対に離れない。
⑦　外出する時や寝る時には、必ず火が消えていることを確認する。
　　お問合せ　　京田辺市消防署　井手分署　　℡８２－３０００

実施期間　令和４年１２月１５日（木）～令和４年１２月３１日（土）
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令和４年度
人権擁護啓発ポスターコンクールの作品から

人権について考えよう！

　京都人権啓発推進会議では、京都府内の
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・
特別支援学校及び外国人学校で学ぶみなさ
んに、人権をテーマとしたポスターの制作
を通じて基本的人権について理解を一層深
め、人権尊重の精神を養う機会としていた
だくため、人権擁護啓発ポスターコンクー
ルを開催しています。令和４年度人権擁護
啓発ポスターコンクールより、井手町の入
選者の作品を紹介します。
　作品から伝わってくる人権に対する純粋
な気持ちにふれることにより、一人ひとり
の心に訴えて、『人権の芽』を大きく育て、
すべての人々の人権が尊重され相互に共存
し得る平和で豊かな社会を築きましょう。 【京都府町村会長賞】井手小学校１年　佐藤　晴登さん

新型コロナウイルスワクチン接種について

　現在、オミクロン株に対応したワクチンの接種を
実施しています。オミクロン株対応ワクチンは初回
接種（１・２回目接種）を完了した満 12 歳以上の
方が対象で、前回（2 ～ 4 回目）接種日から３か月

【現時点で接種が受けられる新型コロナウイルスワクチンの種類（令和 4 年 12 月１日時点）】
対象年齢 接種回数 使用ワクチン
生後６か月～４歳 初回接種３回 乳幼児（生後６か月～４歳）用ワクチン

５歳～１１歳 初回接種２回
追加接種１回 小児（５歳～１１歳）用ワクチン

１２歳以上
初回接種２回 １２歳以上用ワクチン（従来株１価ワクチン）
＜現在の追加接種＞オミクロン株対応
ワクチン接種１回　※初回接種完了者 １２歳以上用ワクチン（オミクロン株対応２価ワクチン）

■乳幼児（生後６か月～４歳）接種
　対象の方には接種券を順次送付しています。接
種間隔は１回目から２回目が３週間、２回目から
３回目が８週間です。
■小児（５歳～１１歳）接種
　初回接種対象の方には接種券を送付済みです。
追加接種の接種間隔は初回接種から５か月で、対
象となる方には順次接種券を送付しています。な
お、初回接種を未接種の方で１２歳に達した方は、
送付済みの接種券で１２歳以上の接種を受けてい
ただけます。
　接種希望の方はコールセンターまでお問い合わ
せください。

■１２歳以上接種
○初回（１・２回目）接種
　まだ初回（１・２回目）接種がお済みでない方も、
今から接種出来ます。接種券をなくされた方は再
交付できます。
○オミクロン株対応ワクチン接種
　従来株ワクチンを２回以上接種した１２歳以上
の方で、前回接種から３か月以上が経過した全て
の方が対象です。現在、個別接種にて接種を進め
ています。
　接種を希望される方は、お送りしているハガキ
を返信していただくか、コールセンターまでお問
い合わせください。

が経過した日以降に接種出来ます。例年、年末年始
に新型コロナの感染が拡大していることから、接種
を希望される方は、早期のワクチン接種をご検討く
ださい。

感染拡大に備え、年内接種の検討を

新型コロナワクチン接種に関する問い合わせ先
　　　　　　　井手町新型コロナワクチン接種コールセンター（℡８２－２１２１）
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Information
●

おしらせ
医
療
従
事
者
の
届
け
出
は

　
　
　
令
和
５
年
１
月
16
日
ま
で

　

今
年
は
医
療
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る

人
の
届
け
出
の
年
で
す
。

　

こ
の
届
け
出
は
関
係
法
令
に
よ
り
、
２

年
ご
と
に
12
月
31
日
現
在
の
就
業
状
況
な

ど
を
届
け
出
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
該

当
す
る
人
は
令
和
５
年
１
月
16
日
ま
で
に

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
・
届
出
先
／
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬

剤
師
は
住
所
地
又
は
就
業
地
の
最
寄
り
の

保
健
所
。

　

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
歯
科
衛

生
士
、
歯
科
技
工
士
で
、
12
月
31
日
現
在

府
内
で
業
務
に
従
事
し
て
い
る
人
は
就
業

地
の
最
寄
り
保
健
所
（
京
都
市
内
で
就
業

の
場
合
は
京
都
府
医
務
課
）。

＊
お
問
合
せ
は
、
山
城
北
保
健
所
（
℡
21

‐
２
１
９
４
）

講
座
・
教
室

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

《
太
極
拳
》

日
時
／
12
月
23
日
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
半

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き
・

飲
み
物

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
12
月
20
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
半

持
ち
物
／
筆
ペ
ン
ま
た
は
筆

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
健
康
教
室
】

日
時
／
12
月
15
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
11
時
半

持
ち
物
／
タ
オ
ル
・
健
康
手
帳
・
飲
み
物

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

日
時
／
12
月
14
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含

め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に
興
味
の
あ

る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可
能
）

持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

費
用
／
無
料

・
申
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
１
月
５
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
45
分
～
３
時
15
分

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

《
社
協
♥
生
き
生
き
体
操
教
室
》

日
時
／
12
月
21
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑
《
定
員
22
人
》

対
象
／
概
ね
70
歳
以
上
の
方

※
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
、
社
会

福
祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

健　

康

第
４
回

　
京
都
府
耳
の
こ
と
フ
ェ
ス
タ

日
時
／
1
月
29
日
（
日
）

　
　
　

午
後
1
時
半
～
４
時　

場
所
／
オ
ン
ラ
イ
ン
視
聴
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
な
い
方
は
視
聴

会
場
を
準
備
し
ま
す
。（
京
都
府
聴
覚
言

語
障
害
セ
ン
タ
ー
＝
城
陽
市
寺
田
林
ノ
口

11
‐
64
）

内
容
／
聴
覚
障
害
者
の
家
庭
・
社
会
に
お

け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
社
会
参
加

な
ど
に
つ
い
て
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
と
講
演

参
加
費
／
無
料

対
象
／
聞
こ
え
に
く
い
方
や
き
こ
え
な
い

方
、
そ
の
家
族
・
関
係
者

定
員
／
オ
ン
ラ
イ
ン
90
名
・
視
聴
会
場
20
名

＊
申
込
み
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

（
福
） 

京
都
聴
覚
言
語
障
害
者
福
祉
協
会 

地
域
福
祉
統
括
事
業
部
・
耳
の
こ
と
フ
ェ

ス
タ
担
当
（
〒
６
０
４
‐
８
４
３
７　

京

都
府
京
都
市
中
京
区
西
ノ
京
東
中
合
町
2　

℡
０
７
５
‐
８
４
１
‐
８
３
３
７　

ＦＡＸ
０

７
５
‐
８
４
１
‐
８
３
１
５　

Ｅ
メ
ー
ル

＝cyubu3@
kyoto-chogen.or.jp

）
ま

で
。

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
大
正
琴
》

日
時
／
12
月
23
日
（
金
）

　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

日
時
／
12
月
14
日
（
水
）・
１
月
４
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時
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12
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
水
道
凍
結
事

故
が
多
発
し
ま
す
。

　

気
温
が
氷
点
下
（
特
に
冷
え
込
ん
だ
早

朝
）
に
な
る
と
水
道
管
内
の
水
が
凍
り
出

な
く
な
っ
た
り
、
水
道
管
や
メ
ー
タ
ー
が

破
裂
し
て
漏
水
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

以
下
の
場
合
は
、特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

①
最
低
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
４
度
以
下
に
な

る
と
き

②
お
や
す
み
前
や
、
旅
行
な
ど
で
家
を
留

守
に
す
る
な
ど
、
長
時
間
水
道
を
使
用
し

な
い
と
き

③
建
物
の
外
壁
際
な
ど
に
露
出
し
て
い
る

水
道
管

④
北
向
き
の
日
陰
や
風
あ
た
り
が
強
い
と

こ
ろ
の
水
道
管

【
水
道
管
の
凍
結
に
備
え
る
た
め
、
次
の

よ
う
な
対
策
を
し
て
下
さ
い
】

①
屋
外
に
露
出
し
て
い
る
水
道
管
に
は
、

保
温
材
や
布
き
れ
な
ど
を
巻
き
付
け
、
直

接
外
気
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
。

②
蛇
口
か
ら
微
量
の
水
を
出
し
て
お
く
。

（
そ
の
水
を
バ
ケ
ツ
や
浴
槽
に
溜
め
る
な

ど
、
有
効
利
用
し
て
下
さ
い
。）

【
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
】

　

も
し
凍
結
し
た
と
き
は
、
蛇
口
の
上
に

タ
オ
ル
や
布
を
か
ぶ
せ
、
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
か
け
る
な
ど
し
て
解
凍
し
て
下

さ
い
。
急
に
熱
湯
を
か
け
た
り
す
る
と
、

ひ
び
割
れ
や
破
損
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

【
破
裂
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
】

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
の
止
水
栓
を

し
め
、
町
指
定
の
給
水
装
置
工
事
店
に
修

理
を
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課
（
℡

82
‐
６
１
６
９
）
ま
で

給
水
を
停
止
し
ま
す
！
水
道
料
金
未
納
の

方
は
ご
注
意
を
！

　

井
手
町
の
水
道
は
、
使
用
者
か
ら
の
料

金
収
入
で
経
営
し
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、

水
道
料
金
が
納
付
さ
れ
な
い
と
、
事
業
の

経
営
に
支
障
が
生
じ
ま
す
。
負
担
の
公
平

と
水
道
事
業
の
円
滑
な
経
営
の
た
め
、
水

道
料
金
は
期
限
内
に
納
付
し
て
下
さ
い
。

な
お
、
料
金
が
未
納
の
方
に
対
し
て
は
、

給
水
条
例
に
基
づ
き
給
水
を
停
止
し
ま

す
。
ま
た
、
お
支
払
い
に
便
利
な
口
座
振

替
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
活
用

下
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
課
（
℡

82
‐
６
１
６
９
）
ま
で

水
道
管
の
凍
結
に

　
　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
２
歳
６
カ
月
児
歯
科
健
康
診
査
》

日
時
／
12
月
12
日
（
月
）

対
象
／
Ｒ
２
・
３
・
４
～
Ｒ
２
・
６
・
30
生

ま
れ

受
付
／
個
別
案
内

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

各 

種 

相 

談

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
12
月
23
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
相
談

室＊
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
12
月
19
日
（
月
）

　
　
　

午
後
２
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
・
３
９
０
１
）
ま
で

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
12
月
14
日
（
水
）

　
　
　

午
前
９
時
～
11
時
受
付

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
育
児
相
談
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

日
時
／
12
月
13
日
（
火
）・
27
日
（
火
）・

１
月
10
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
会
議
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
５
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

日
時
／
12
月
19
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
賀
泉
苑

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

＊
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

ま
で

　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
等
が
中
止
・

変
更
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
12
月
・
１
月
の
休
館
日

12
月
12
・
19
・
23
・
26
～
31
日

１
月
１
～
４
・
10
・
16
・
23
・

26
・
30
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

　

12
月

一
般
書

「
絶
筆
」　　
　

 

石
原 

慎
太
郎

「
光
の
と
こ
に
い
て
ね
」

　
　
　
　
　
　
　

 

一
穂 

ミ
チ

「
憐
憫
」　　
　
　

 

島
本 

理
生

「
特
殊
清
掃
人
」　 

中
山 

七
里

「
栞
と
嘘
の
季
節
」
米
澤 

穂
信

「
京
都
に
咲
く
一
輪
の
薔
薇
」

　
　

ミ
ュ
リ
エ
ル
・
バ
ル
ベ
リ

「
木
曜
殺
人
ク
ラ
ブ 

２ 

二
度

死
ん
だ
男
」

　
　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
ス
マ
ン

児
童
書

「
ノ
ラ
ネ
コ
ぐ
ん
だ
ん
う
み
の

た
び
」　　
　
　

工
藤 

ノ
リ
コ

「
１
０
０
ぴ
き
か
ぞ
く
」

　
　
　
　
　
　

 

古
沢 

た
つ
お

「
ネ
ズ
ミ
の
ミ
ー
ナ
」

　

マ
シ
ュ
ー
・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス

「
す
い
ど
う
」　　

 

百
木 

一
朗

「
わ
た
し
た
ち
の
歌
を
う
た
っ

て
」　　
　
　
　
　
　

堀 

直
子

12
月
・
１
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

１
月
14
日
（
土
） 

午
後
１
時
半
～

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
集

会
室

《
ク
リ
ス
マ
ス
・
お
正
月
・
う

さ
ぎ
の
本
の
展
示
》

12
月
25
日
（
日
）
ま
で

図
書
館
・
展
示
コ
ー
ナ
ー

12
月
・
１
月
の
出
張
貸
出

☆
賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

12
月
14
・
21
日

１
月
11
・
18
・
25
日

　双六やカルタの製作
販売会社の前社長・戸
山福太郎は、娘婿に社
長を譲ってからも現役
に固執して出勤し、同
じ手柄話をくり返す。
彼の仲間も老害の人ば
かり。福太郎の娘・明
代はある日、たまりか
ねて腹の中をぶちまけ

老害の人
内館 牧子

…。

　超偏食、帽子はかぶ
せた瞬間ポイ、クリス
マスプレゼントは真顔
でスルー…。自閉症と
知的障がいをもつ、6
歳のこだわり強すぎ息
子と、「ママ」と呼ば
れたいオカンの、涙と
笑いの奮闘日記。

ママと呼べない君と
えぬくんママ

作ろう！フライドチキンの骨格標本
志賀 健司
　標本作りとは、生命
の姿を未来にのこすこ
と。恐竜と鳥の共通点
や、ニワトリの骨、進
化 と 骨 の 基 礎 知 識 を
ていねいに解説し、市
販のフライドチキンを
使った標本製作過程を
豊富な図版とともに紹
介する。

☆
玉
泉
苑
（
毎
週
金
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

12
月
16
・
23
日

１
月
６
・
13
・
20
・
27
日

ちいさいフクロウとクリスマスツリー
ジャネット・ウィンター
　クリスマスツリーに
するため、切り倒され
た大きな木。そこには、
小さいフクロウが住ん
でいました。フクロウ
は木の穴に入ったまま、
ニューヨークのど真ん
中 に 運 ば れ …。2020
年にアメリカでほんと
うにあったおはなし。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク容器包装、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
　してください。
★刈り草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束
　ねて燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（℡ 82 ‐ 6168）してください。（テレビ・冷
　蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
　※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区
　毎週月曜日です。

ごみ収集日程表（12 月 11 日～ 1 月 10 日）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 12 月 15 日 ー 1 月 5 日 12 月 22 日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 12 月 16 日 ー 1 月 6 日 12 月 22 日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 12 月 22 日 ー 1 月 5 日 12 月 15 日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収 集 区 域
12 月 14 日
1 月 9 日 ④ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、新造、東北組、

甚五郎谷

12 月 19 日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

12 月 22 日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、安堵山、起、佃、
平山

12 月 26 日 ⑬ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、中垣内、東垣内、
田村新田

12 月 28 日 ⑮ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、浜田、柏原

12 月 12 日
1 月 5 日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、南溝、柴木田、

下赤田
※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

（カン）
出せる物・出し方
◆出せるカン　　　　　ジュース、ビール、缶詰などの空缶
◆出し方　　　　　　　必ず中身を出す。簡単な水洗いをする。透明・半透明の袋で出してください。
◆出せないカン　　　　一斗缶、フライパン、やかんはその他ごみの日。スプレー缶は他のごみと別の透明・
　　　　　　　　　　　半透明の袋でその他ごみの日に出してください。なお、使用済み乾電池は、カンと混
　　　　　　　　　　　ぜないで透明・半透明の袋でカンの日に出してください。
　　　　　　　　　　　＊充電池、ボタン電池は購入店などに返却してください。



名　称 電話番号 名　称 電話番号

市外局番　0774 市外局番　0774

総務課 82-6161 保健センター 82-3385

地域創生推進室 82-6170 地域包括支援センター 82-3690

企画財政課 82-6162 泉ヶ丘中学校 82-2070

税務課 82-6163 井手小学校 82-2119

住民福祉課 82-6164 多賀小学校 82-2112

高齢福祉課 82-6165 玉川保育園 82-2153

保健医療課 82-6166 多賀保育園 82-2225

建設課 82-6167 いづみ保育園 82-4160

産業環境課 82-6168 子育て支援センター 82-2232

上下水道課 82-6169 環境衛生センター 82-4651

会計課 82-6171 学校給食センター 82-3617

議会事務局 82-6172 まちづくりセンター椿坂 82-3838

教育委員会 ( 学校教育課 ) 82-4333 町立デイサービスセンター 99-4318

山吹ふれあいセンター
82-5700

老人福祉センター「玉泉苑」 82-3499
（図書館・社会教育課） 老人福祉センター「賀泉苑」 82-5059

いづみ人権交流センター
82-3380
82-4112

京田辺市消防署　井手分署 82-3000

同和・人権政策課
井手町役場　代表番号 82-2001

いづみ児童館

おめでとうございます

公共施設電話番号一覧

(10 月 11 日から 11 月 10 日までの届け出分・敬称略 )

住 所 赤ちゃん 届 出 人

多 賀 平 間　莉
り

 心
ん

憂 蘭

井 手 黄 瀬　卯
う

 月
づき

哲 弥

多 賀 村 田　涼
す

 晴
ばる

文

〈 

出 

生 

〉

月日 曜日 行　　　　事

12/11 日

12 月 ２歳６カ月児歯科健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）
手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

13 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室・予約制）

14 水 育児相談（午前９時～ 11 時、保健センター・予約制）
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター・賀泉苑）

15 木 健康教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）

16 金

17 土

18 日

19 月 心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑）
無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑・予約制）

20 火 ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

21 水

22 木

23 金
大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

24 土 IDE ゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～、町内）

25 日

26 月

27 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室・予約制）

28 水 役場仕事納め（１２月２９日～１月３日まで閉庁）

29 木

30 金

31 土

1/1 日 元旦

2 月 振替休日

3 火

4 水 役場仕事始め
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

5 木

6 金

7 土

8 日 井手町消防出初式（午前 10 時～、泉ヶ丘中学校）
井手町二十歳のつどい（午後 1 時～、自然休養村管理センターホール）

9 月 成人の日

10 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室・予約制）

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている事業等が中止・変更になる場合が
あります。事前にご確認をお願いします。

まちのカレンダー
（12 月 11 日～ 1 月 10 日）

発行：京都府綴喜郡井手町　編集：企画財政課　井手町ホームページ：https://www.town.ide.kyoto.jp/

　さくらでは、現在、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、店内での飲食を中止
し、お持ち帰りのお弁当（500 円）をご用意し
ています。ぜひお立ち寄りください。

お持ち帰りのお弁当で営業中です！
日替わり弁当の一例「鶏の甘酢あんかけ」

　　　　　　　
営業時間　午前９時～午後 4 時半
定休日　　日曜・祝日　　　　　　　　（℡ 0774-82-3174）

玉水駅前休憩所 さくら


